
 

法 0301－1703－02－付2 

別
表
十
七
の
二
三
付
表
二 

平
二
十
六
・
四
・
一
以
後
終
了
連
結
事
業
年
度
分 

( ) 

 
 
 
 
 

連結超過利子額発生連結事業年度    
・   ・
・   ・

 

連 結 法 人 名    計 

連

結

初

年

度

に

お

け

る

調

整

計

算 

連

結

納

税

の

開

始 

連結親法人又は連結子法人
の超過利子額等で連結超過
利子額とみなされるもの 

1 

円 円 円 円 

連結親法人又は連結子法人
の 適 格 合 併 等 に よ る 
引継対象超過利子額等 

2     

連結超過利子額当期損金算入
前の連結超過利子個別帰属額 

(1)＋(2) 
3     

連

結

納

税

へ

の

加

入 

連結子法人の超過利子額 
等 で 連 結 超 過 利 子 額 
と み な さ れ る も の 

4     

連結子法人の適格合併等に
よる引継対象超過利子額等 

5     

連結超過利子額当期損金算入
前の連結超過利子個別帰属額 

(4)＋(5) 
6     

上

記

以

外

の

連

結

事

業

年

度

に

お

け

る

調

整

計

算 

連 結 超 過 利 子 個 別 帰 属 額 
の 前 期 末 の 金 額 
(前期の別表十七の二(三)付表一｢9｣) 

7     

連結親法人又は連結子法人の 
適 格 合 併 等 に よ る 
引 継 対 象 超 過 利 子 額 等 

8     

連
結
内
適
格
合
併
等
に
よ
る
引
継
額 

被 合 併 法 人 と な る 
連 結 子 法 人 名 

9     

同上の連結子法人の最終の事業 
年度に生じた超過利子額のうち 
連結超過利子額とみなされた金額 

10 

円 円 円 円 

同上の連結子法人の連結超過 
利子個別帰属額の前期末の金額 
(当該連結子法人の(7)) 

11     

同上の連結子法人の最終の 
事業年度において超過利子額と 
みなされて損金算入された金額 
(当該連結子法人の最終の事業
年度の別表十七(二の三)｢8｣) 

12     

差   引   計 
( )10 ＋( )11 －( )12  

13     

連
結
内
非
適
格
合
併
に
よ
る
引
継
額 

被 合 併 法 人 と な る 
連 結 子 法 人 名 

14     

同上の連結子法人の最終の事業 
年度に生じた超過利子額のうち 
連結超過利子額とみなされた金額 

15 

円 円 円 円 

合       計 
(8)＋( )13 ＋( )15  

16     

離脱をした連結子法人の連結超過
利子個別帰属額の前期末の金額 

(当該連結子法人の(7)) 
17     

連結超過利子額当期損金算入前
の連結超過利子個別帰属額 

(7)＋( )16 －( )17  
18     

連結超過利子額当期損金算入前の 
調整後の連結超過利子個別帰属額 

(3)＋(6)＋( )18  
19     

 

 連結超過利子額当期損金算入前の連結超過利子
個別帰属額の調整計算に関する明細書 

 
連 結 
事 業 
年 度 

・  ・ 

・  ・ 
法人名 

 
 



 

 

別表十七の二（三）付表二の記載の仕方 

 

１ この明細書は、連結法人が措置法第68条の89の３第３

項各号((((連結超過利子額の損金算入))))に掲げる場合又は

同条第４項各号に規定する場合に該当する場合に、同条

第７項に規定する連結超過利子個別帰属額に係る同条第

１項に規定する連結超過利子額が生じた連結事業年度ご

とに記載します。 

２ 「連結親法人又は連結子法人の超過利子額等で連結超

過利子額とみなされるもの１」及び「連結子法人の超過

利子額等で連結超過利子額とみなされるもの４」の各欄

は、措置法第68条の89の３第３項第１号に規定する超過

利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載します。 

３ 「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による引継

対象超過利子額等２」、「連結子法人の適格合併等によ

る引継対象超過利子額等５」及び「連結親法人又は連結

子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等８」の

各欄は、措置法第68条の89の３第３項第２号に規定する

引継対象超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載

します。 

４ 「連結内適格合併等による引継額」の各欄は、連結法

人を合併法人とする適格合併で当該連結法人との間に連

結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とす

るものが行われた場合又は当該連結法人との間に連結完

全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行

済株式若しくは出資の全部又は一部を有するものの残余

財産が確定した場合に記載します。この場合において、

当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以

上あるときは、
「合    計
(8)＋( )13 ＋( )15

16
」
中「( )13 」とあるの

は、「（( )13 を当該他の連結子法人の発行済株式又は出

資（当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を

除く。）の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の

有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額

を乗じて計算した金額）」として記載します。 

５ 「連結内非適格合併による引継額」の各欄は、連結法

人を合併法人とする非適格合併で当該連結法人との間に

連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人と

するものが行われた場合に記載します。 

６ 「離脱をした連結子法人の連結超過利子個別帰属額の

前期末の金額17」は、措置法第68条の89の３第４項に規

定する場合（同項第１号に規定する適格合併を行った場

合又は同項第２号に規定する残余財産が確定した場合を

除きます。）に該当する場合に、同項各号に規定する連

結超過利子個別帰属額を記載します。 

 


